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質 問 回 答 書 

令和６年１２月２５日  

 

各 位 

 

 

 

 

 

 仕様書等に対する質問事項に対しては、下記のとおり回答する。（各者統合）     No １  

 

担当課 地球温暖化対策室 

件 名 倉敷市児島支所ほか５４施設で使用する電気、ほか４業務 

番号 質  問  事  項 回        答 

１ 提出する書類の日付は提出日でよろしい

でしょうか。また、入札書の日付のご指

定（例：開札日）等はございますか。 

入札説明書７（３）ウのとおり、提出日（郵送日）

を記入してください。 

２ 自家発補給電力の契約はありますか。あ

る場合、弊社都合となりますが、弊社が

使用しているCISには自家発補給契約の項

目がなく自家発補給契約で契約がおこな

えません。自家発補給契約を解約し全量

で契約することは可能であれば入札参加

ができるのですが、必ずしも自家発補給

契約としてではないと入札参加できない

でしょうか。 

自家発補給電力の契約はありません。 

３ ①切替時に契約電力が500kW 以上の協議

制契約に変更になる場合、別途手続きが

必要となり必要書類の提出と切替までに

追加日数をいただきます。②また現在の

契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力

と異なる場合、協議制となり落札後に明

確な根拠を提出して頂きますが可能でし

ょうか。(頂きました根拠が不十分だった

場合、ご希望に沿えない可能性がござい

ます。) 

①倉敷市立市民病院を除き、直近１年度で契約電力

が５００ｋＷ以上となっている施設はありません

が、もし今後契約電力が５００ｋＷ以上に変更とな

ることがある場合は、切替が令和７年４月１日まで

に行えるよう落札後速やかに協議を行います。 

②倉敷市立市民病院の現在の契約電力は６４０ｋ

Ｗであり、仕様書との相違はありません。また、直

近１年度での最大需要電力は令和６年１月の６１

６ｋＷであり、契約電力の変更は現時点では想定し

ていませんが、令和７年４月１日からの契約電力の

決定については、直近１年度間の最大需要電力をも

とに落札後速やかに協議を行わせていただきます。 

４ 弊社では電気料金のお支払は、振込また

は口座振替となり、振込の場合振込手数

料はお客様負担をお願いしておりますが

ご了承いただけますでしょうか。 

承諾します。 

５ 請求書発行について、弊社では毎月7営業

日頃の発送となっておりますが了承いた

だけますでしょうか。 

承諾します。 
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６ 現在の計量日は毎月１日でよろしいでし

ょうか。 

【資料１】施設別契約内容詳細をご参照ください。 

７ 電気料金の計算は需要場所単位に行いま

す。需要場所に会計主体の異なるテナン

ト等があっても、電気料金を分割して計

算、ご請求することはできませんが、よ

ろしいでしょうか。 

問題ありません。 

８ 電気料金は、一施設毎に請求書通りの金

額でお支払いいただけるという認識でよ

ろしいでしょうか。（１枚の請求書に対し

複数から支払われるということはありま

せんでしょうか） 

１施設の請求書に対し複数部署から分割して金額

を支払うことはありません。 

９ 請求時の基本料金の算定方法について、

弊社では、（基本料金単価×契約電力）＋

力率割引・割増相当額となりますがよろ

しいでしょうか。 

基本料金の算定方法は契約書（案）第１０条第２項

のとおりとし、力率割引・割増相当額に指定はあり

ませんので、入札付属書の「①基本料金の積算方法」

に算定方法を記載のうえ、算定してください。 

１０ 自動検針装置はついていますか。未設置

の場合供給開始までに日数を要します。

落札後に未設置が発覚した場合開始申込

の希望開始ができない可能性もございま

すのでご注意ください。 

自動検針装置は全施設設置済みです。 

１１ 仮に弊社が落札した場合、契約書の内容

について協議いただくことは可能でしょ

うか。 

入札説明書、仕様書、入札書、入札附属書及び個別

条件書を逸脱しない範囲での協議は可能です。 

１２ 入札書と入札金額内訳書について、割

印、ホッチキス止めなど指定はあります

でしょうか。 

ありません。 

１３ 弊社が落札した場合に、弊社独自の算定

方法に基づき、燃料費調整額（電源調達

調整単価）を算出することは可能でしょ

うか。 

独自の算定方法による燃料費等調整額の算出は認

められません。別添１個別条件書 １）料金算式によ

り算定してください。 

１４ 当該エリアを管轄する電力会社におい

て、燃料費等調整単価の算定方法が変更

となる場合、落札時の算定方法ではな

く、送電開始時の算定方法を採用すると

いう認識でよろしいでしょうか。 

別添１個別条件書 １）料金算式に記載のとおりで

す。 

１５ 燃料費調整額が発生しない（請求を行わ

ない）料金制度での提案、契約締結は可

能ですか。 

認められません。 

１６ 落札業者は開札⽇に決定いたしますでし

ょうか。開札⽇に確認ができない場合、

何⽉何⽇までに確認可能かご教⽰くださ

い。 

 

入札説明書 ８開札 （３）落札者の決定方法 エ

の書類が確認でき次第、開札後速やかに落札業者を

決定し、令和７年１月２２日以降で公表します。遅

くとも開札後１０日以内（令和７年１月３０日）ま

でに決定・公表します。 

１７ 入札金額の算定方法に関わらず、実際の

電気料金ご請求時には基本料金、電力量

料金（燃料費等調整額がある場合はそれ

を含む）は小数点第３位を切捨て、再生

可能エネルギー発電促進賦課金および合

計金額は円未満を切り捨て、契約単価は

税込みとさせていただきますがよろしい

入札付属書に基づく入札金額の算定方法と実際の

電気料金請求時の算定方法の相違は認められませ

ん。 
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でしょうか。 

１８ 当該地域を管轄する旧一般電気事業者が

定める約款等の変更、経済情勢の変動、

天変地異、法令の制定または改廃その他

著しい状況の変化等があった場合に契約

単価変更の協議に応じていただくことは

可能でしょうか。 

契約書（案）第２条第２項に基づき協議させていた

だきます。 

１９ 入札書及び入札付属書について、簡易書

留での提出は可能でしょうか。 

可能ですが、紛失等について本市では責任を負いか

ねますので自社責任でお願いいたします。 

２０ 複数需要場所の合算請求書の発行は対応

できかねますがご了承いただけますでし

ょうか。 

承諾します。 

２１ 各施設の現在の電力供給会社 及び 現

在の計量日を教えてください。 

【資料１】施設別契約内容詳細を御参照ください。 

２２ 各施設について、自動検針装置はついてい

ますか。 

番号１０の回答のとおりです。 

２３ 各施設について、自家発補給電力の契約は

ありますか。ある場合は契約電力(ｋｗ)、使

用予定期間を教えてください。 

番号２の回答のとおりです。 

２４ 入札書に記載する日付は作成日でよろし

いでしょうか。 

番号１の回答のとおりです。 

２５ 入札額の算定時の力率について、力率１０

０％で算定してよろしいでしょうか。（力

率割引を考慮する） 

御認識のとおりです。 

２６ 入札金額の積算につきまして、基本料金及

び電力料金の単価は税込、税抜どちらにな

りますでしょうか。 

税込です。 

２７ 入札算定額の各計算過程における端数処

理について指定はありますか。 

基本料金と電力量料金の端数処理の指定はありま

せん。それぞれの合計の端数処理は入札附属書のと

おりです。 

２８ 入札時に提出する内訳書について、各施設

別に内訳書が必要となりますでしょうか

または全施設をまとめた内訳書 1枚にて対

応可能でしょうか（同一単価での提出とな

ります）。 

入札付属書に入札金額算定に必要な単価及び計算

式を入力し、提出してください。入札付属書におい

て、各施設の基本料金単価（Ｂ及びｂ）、基本料金計

（Ｅ）、電力量料金単価（Ｇ）、電力量料金計（Ｈ）、

合計（Ｉ）に未入力がある場合、無効の入札書とな

りますので御留意ください。 

２９ 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書につ

いては廃止、電子請求書でご対応は可能で

しょうか。 

仕様書 ９その他（６）のとおりとします。 

３０ お客さまにはお客さま専用 Web ページに

て請求書を確認頂くことになりますが、問

題ありませんでしょうか。（Web からダウ

ンロード可能） 

Web 上での請求書発行の周知を行う前提で承諾しま

す。周知方法については落札後協議とします。 

３１ 発行される請求書につきましてはすべて

【税込】単価の記載となりますがご了承い

ただけますでしょうか。 

承諾します。 

３２ 契約書に記載の契約単価も【税込】単価と

させていただきますがご了承いただけま

すでしょうか。 

承諾します。 
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３３ ダウンロード可能な請求書へは電子印が

されているため、請求担当者等の記載は対

応しておりません。ご了承いただけますで

しょうか。 

承諾します。 

３４ 電子請求書の対応不可の需要家様へ特別

処置として紙請求書を発行した場合、請求

書の到着が使用月に対し翌月の 15 日前後

となります。（長期連休時に 20 日頃になる

可能性がございます）ご承諾いただけます

でしょうか。 

承諾します。 

３５ 請求書の支払い期限は請求書受領後 30 日

以内に振込となります。（年度末でも同様）

ご承諾いただけますでしょうか。 

承諾します。 

３６ 弊社では供給施設内にご入居されている

企業様に対して個別に請求書を発行する

事が出来ません。ご了承いただけますでし

ょうか。（自動販売機・施設内の売店等） 

承諾します。 

３７ 毎月の請求書は各施設を 1 枚にまとめた一

括の請求書、または各施設につき 1 枚の請

求書発行方法のみとなりますが問題ござ

いませんでしょうか。 

全施設を１枚にまとめた一括請求書のみの発行は

承諾できません。各施設につき 1 枚の請求書発行は

問題ありません。 

３８ 複数施設のうち指定の施設のみを 1 枚にま

とめて発行するグループ請求書の発行に

は対応できません。ご了承いただけますで

しょうか。 

番号２０の回答のとおりです。 

３９ 入札説明書 9 その他（６）に記載がありま

す「料金の請求は、指定施設ごとに行うこ

と。」についてですが、指定施設というのは

ア～オの施設ごとに請求を行うという認

識でお間違いないでしょうか。 

アの業務で例示すると、対象施設５５施設のうち１

施設１枚の請求書（合計５５枚）にて請求していた

だくか、こちらで指定したグループによるグループ

請求書（１０施設のグループ×５、５施設のグルー

プ×１を本市が指定した場合は、グループ請求書合

計６枚）にて請求していただくという意味合いで

す。回答３８のとおりグループ請求書が発行不可の

場合は、１施設１枚の請求で御対応ください。 

４０ 弊社の請求書は、原則、Web サイト上で速

報版請求書翌月 5 営業日より順次掲載、確

定版請求書を翌月 7 営業日夕方より順次掲

載致します。ご了承いただけますでしょう

か。 

金額確定の際に請求書発行の周知を行うこと、ま

た、契約書（案）第１１条第２項における「適法な

支払請求書」が確定版請求書となる前提で承諾しま

す。 

４１ 燃料費調整単価について弊社では請求金

額算出にあたり「みなし一般電気事業者」

の燃料調整費算出式、及びその算出式を用

いた燃料調整費単価を適用しております。

ご了承いただけますでしょうか。 

別添１個別条件書 １）料金算式に記載のとおりと

します。 

４２ 発行される請求書につきまして「燃料費調

整単価」「市場価格調整単価」の項目は分か

れず合計値で「燃料費調整額」と表記され

る形となりますが問題ございませんでし

ょうか。 

問題ありません。 

４３ 当該地域を管轄する電力会社（一般送配電

事業者を含む）による「制度変更」等の変

更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料

費変動によって入札時との状況の変化が

発生した」事により、協議に応じていただ

番号１８の回答のとおりです。 
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くことは可能でしょうか。 

４４ 契約開始時または供給期間中に契約電力

の変更希望及び予定はございますか

(500kW 以上の協議制契約の場合）併せて、

契約開始後の契約電力変更に関しまして

は、管轄エリア電力会社様の承認が必要と

なりますため、ご希望に添えない場合がご

ざいます。また、入札時の算定条件と異な

ることになるため、弊社からあわせて単価

変更のご提示と協議をご依頼する場合が

ございます。ご了承ください。 

番号３の回答のとおりです。 

また単価変更は協議によります。 

４５ 契約電力が 1 施設で 500kW 以上（協議制）

の施設については、契約開始前に仕様書記

載の契約電力を超過した場合、仕様書記載

の契約電力での申込が一般送配電事業者

に却下される可能性がございます。その場

合は超過した契約電力でのご契約となり

ますがご了承いただけますでしょうか。 

承諾します。 

４６ 契約電力が１施設で 500kW 以上（協議制）

の施設について、今現在の契約電力と直近

1 年間の最大需要電力の実績値をご教示願

います。 

例：契約電力：〇〇kW 最大需要電力実

績：2024 年１月 〇〇kW 

番号３の回答のとおりです。 

４７ 上記質問にて記載いただいている契約電

力と仕様書に記載の契約電力に相違があ

る場合、仕様書の契約電力でのご契約が必

須となりますでしょうか。 

現時点では相違しておりません。契約電力は落札後

協議の上決定することとします。 

４８ 電気利用者の利益保護の観点及び使用状

況等確認させていただくため、弊社が落札

させていただいた場合、「直近 1 年分の 30

分値データ」をエクセルデータにてご提供

をお願いしております。ご対応いただけま

すでしょうか。 

当該データは未取得のため、対応し兼ねます。 

４９ 30 分値データ等をお持ちでなく提供がで

きない方 落札時に「３０分値データ取得

についての同意書」へご捺印・ご提出のご

対応は可能となりますでしょうか。 

可能です。 

５０ 当該書面を提出いただくことにより広域

機関から弊社への貴施設 30 分値の広域機

関より提供いただくことが可能となりま

すがこちらの対応も難しいでしょうか。こ

ちらも落札後の対応となります。 

可能です。 

５１ 施設において建築・増築にかかる移転はご

ざいますか。 

現時点ではありません。 

５２ 供給開始後期間中に引き込み位置の移設・

変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含

む）のご予定はありますでしょうか。 

現時点ではありません。 

５３ 契約開始後に発生しました工事作業及び

工事申込に関しましては工事予定日 2か月

前までに弊社と協議を行っていただくこ

番号５１及び５２に係る工事の前提で、承諾しま

す。 



6 

 

とをご了承いただけますでしょうか。 

５４ 開札結果について公開方法・範囲を教えて

いただけますでしょうか。 

あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)

に電話かメール等でご連絡をいただくこ

とは可能でしょうか。 

開札結果は倉敷市地球温暖化対策室のホームぺー

ジにて公開（誰でも閲覧可能）します。落札者には

開札日に電話連絡しますが、落札者以外の入札参加

者にはメールにてホームページへの公開時期をお

知らせします。 

５５ 落札時、電力切替手続きにおいて、必要な

情報を確認したく、最新請求書１ヶ月分の

写しをご提出いただくことは可能ですか。 

切替手続きに必要な情報の取得については、原則落

札者の指示により対応します。 

５６ 契約書(案)第１１条第２項のお支払期日に

つきまして、弊社供給条件では「支払い義

務発生日の翌日から起算して 30 日以内」

と定めております。支払義務発生日とは、

弊社が定例検針日を考慮してあらかじめ

定めた日となります。ご了承いただけます

でしょうか。 

また、弊社落札の際、契約書の記載を上記

の内容へご変更いただくことは可能でし

ょうか。 

支払義務発生日を協議の上定める前提で承諾しま

す。 

５７ 契約書(案)第１１条第３項の遅延利息につ

きまして、弊社の供給条件では、「その算定

の対象となる料金から、消費税等相当額を

差し引いた金額に年 10 パーセントの割合

を乗じて算定してえた金額」と記載されて

おります。ご了承いただけますでしょう

か。 

また、弊社落札の際、契約書において上記

の内容へ記載をご変更いただくことは可

能でしょうか。 

認められません。 

５８ 契約書(案)第１１条第３項に、「その金額が

100 円未満であるときは、遅延利息を支払

うことを要せず、その額に 100 円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする」と記載がございますが、弊社で

は端数処理を「円未満切り捨て」で請求さ

せていただいております。ご了承いただけ

ますでしょうか。 

また、弊社落札の際、契約書を上記の内容

へ記載をご変更、または削除いただけます

でしょうか。 

認められません。 

５９ 消費税または、一般送配電事業者が託送料

金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際

に、その改定分の契約単価変更を行います

がよろしいでしょうか。 

御質問の一般送配電事業者が「倉敷市を管轄する一

般送配電事業者」という前提ですが、消費税または、

一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上げ、

値下げの振れ幅分については契約単価変更対象と

なります。 

６０ 仕様書および契約書に定めのない事項に

ついては、弊社供給条件および料金表によ

るものとなります。ご了承いただけますで

しょうか。 

また、弊社落札の際、契約書においても上

記の内容へ記載をご変更いただけますで

仕様書 ９その他（２）に記載のとおり、定めのな

い供給条件については倉敷市を管轄する一般送配

電事業者が定める約款、要綱等によるものとしま

す。 



7 

 

しょうか。 

仕様書につきましても、契約書に合綴する

場合は同様に変更いただくことは可能で

しょうか。 

６１ 入札書の入札金額【年間予定総額合計】に

つきまして、税込金額を記載するという認

識でよろしいでしょうか。 

御認識のとおりです。 

６２ 入札附属書の「17 福島排水機場」につき

まして、「使用電力量有 ４」、「使用電力量

無 ８」と記載がございますが、仕様書の

別紙３には使用電力量がない月が「４月、

１２月から２月」の計４か月になっており

ます。「使用電力量有 ８」、「使用電力量無 

４」という認識でお間違いないでしょう 

か。また、入札附属書につきまして、「使用

電力量有 ８」、「使用電力量無 ４」の場

合、修正して算定させていただいてもよろ

しいでしょうか。 

御認識のとおりです。 

修正した「入札付属書（積算内訳）1225修正版」の

データをホームぺージへアップしますので、入札金

額算定の際は、必ずこちらを御利用ください。 

６３ 仮に弊社が落札した場合、契約書（案）の

内容について協議いただくことは可能で

すか。 

番号１１の回答のとおりです。 

６４ 入札参加資格者名簿に登録済みの受任者

が入札に参加する場合、委任状は不要とい

う認識でよろしいですか。 

また、仮に弊社が落札した場合，契約締結

に際して、別の代理人に委任する事は可能

ですか｡ 

可能な場合、落札後、契約締結までに委任

状を提出する対応でよろしいですか。 

本市所定の電気入札参加資格確認申請書を提出し、

「参加資格を有する」と通知をうけた事業者は、入

札に際して委任状の提出は不要です。 

また、契約締結に際し、別の代理人に委託すること

は可能です。 

契約締結時に委任状の提出をお願いします。 

６５ 入札金額の積算に伴う端数処理について、

下記のとおりとして問題ありませんか。 

・基本料金および電力量料金の各単価に

は、消費税を含むものとし、各月の基本料

金および電力量料金の各小計においては、

小数点第３位を四捨五入し、小数点以下第

２位まで保持する。 

・月別合計金額は、各月毎に基本料金と電

力量料金の合計金額を端数処理（単位を 1 

円とし、その端数は切捨て）する。 

基本料金及び電力量料金の各単価には、消費税を含

みます。各月の基本料金及び電力量料金の各小計に

おいては、端数処理の指定はありません。月別合計

額の端数処理は入札附属書のとおりです。 

６６ 入札書には、入札付属書で算出した【年間

予定総額合計（税込）】を記載し、含まれる

消費税及び地方消費税については、円未満

の端数を切り捨てするという認識でよろ

しいですか。 

御認識のとおりです。年間予定総額合計（税抜）の

算定方法は入札付属書に記載のとおりですので、御

参照ください。 

６７ 請求の際には、請求書のほかに、施設ごと

に内訳（使用電力量，単価，料金，最大需

要電力，力率、契約電力等を【別紙１】の

対象施設名順に並べたデータ）を添付する

こととありますが、弊社の請求書には、使

用電力量，料金，力率，契約電力量のみ記

載となります。ご了承いただけますか。 

毎月の請求の際に、【別紙１】の対象施設名順に並べ

た内訳データを提出する必要はありませんが、請求

書の添付データ又はＷＥＢサービスで、使用電力

量、単価、料金、最大需要電力、力率、契約電力を

施設ごとに示していただく必要がありますので、添

付データの場合は、 

①契約先ごとの内訳データ＋請求書で各契約先へ

通知 

②全契約先の内訳データを地球温暖化対策室へ通
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知 

のいずれかで御対応ください。 

請求書の記載内容については、内訳データが確認で

きる前提で承諾します。 

６８ 当社が落札した場合、当社が定める電気契

約要綱及び標準料金表に基づき、燃料費等

調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金を算出します。ご了承いただけます

か。 

別添１個別条件書 １）料金算式に記載のとおり、燃

料費等調整単価は、倉敷市を管轄する旧一般電気事

業者が定める電気契約要綱等により算定した額と

し、再生可能エネルギー発電促進賦課金は旧一般電

気事業者と同単価とします。ただし、電気・ガス価

格激変緩和対策措置等の全小売事業者共通の外生

的な要因を燃料費等調整単価に含む等、本入札の入

札額算定に影響しない内容を当該金額の算定に組

み込む場合は、落札後協議の上承諾します。 

６９ 供給期間中において燃料費等調整を行わ

ない（燃料費等調整額を請求しない）メニ

ューでの応札は可能でしょうか。 

（上記が可能の場合）現在の入札仕様書で

は、燃料費等調整額を考慮しない料金で落

札者を決定すると規定されております。 

一方で、燃料費等調整制度は各社・各メニ

ューで異なり、ご請求時には事業者ごとに

異なる価格の燃料費等調整額が加算また

は減算される（燃料費等調整自体がない場

合もある）ことから、実際のご負担となる

燃料費等調整額込みの料金では、必ずしも

落札者が最安とならないケースが考えら 

れます。 

そのため、落札者の決定に当たり、各社の

至近の燃料費等調整額の実績を参照する

等、燃料費等調整額制度の違いを考慮して

いただけますでしょうか。 

番号１３、１４及び１５の回答のとおりです。 

７０ 契約書に以下の文言を追加させていただ

けますか。 

乙（供給者）は、この契約の締結後、乙の

定める電気契約要綱・標準料金表に変更が

ある場合、乙は甲（入札実施機関）へ通知

のうえ、変更後の電気契約要綱・標準料金

表に基づき、契約金額を変更することがで

きる。 

認められません。 

７１ 仮に、入札の日以降、落札者との契約締結

が決定するまでの間に、落札者が指名停止

となった場合は、当該入札の扱いはどうな

りますか（成立しますか）。 

成立しない場合、契約ができなくなったこ

とに関し、当該落札者に対する罰則（違約

金の支払い等）はありますか。 

成立します。 

 

７２ 【全案件共通】 

現在の電力供給者を教えてください。 

番号２１の回答のとおりです。 

７３ 【倉敷市児島支所ほか５４施設】 

【くらしきすこやかプラザほか３施設】 

複数施設ございますが、各施設ごとに基本

料金単価および電力量料金単価を設定し

問題ありません。 
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 てもよろしいでしょうか。 

７４ 【倉敷市児島支所ほか５４施設】 

福島排水機場では使用量が０の月がござ

いますが、電気を全く使用されない月は基

本料金を半額といたします。入札内訳書 D

「使用電力量無」の欄を基に、E で対象月

の基本料金を半額にした金額を提示すれ

ばよろしいでしょうか。 

 

当初公開していた入札内訳書Ｄの欄に誤りがあり

ました。修正した「入札付属書（積算内訳）1225修

正版」のデータをホームぺージへアップしますの

で、必ずこちらを御利用の上、算定した入札金額を

提示してください。また、基本料金の積算方法につ

いては、入札付属書の①基本料金の積算方法に入力

してください。 

 

７５ 【全案件共通】 

入札付属書 E、H の端数処理に指定はござ

いますでしょうか。 

各月の基本料金及び電力量料金の各小計において

は、端数処理の指定はありません。 

７６ 【全案件共通】 

入札書下部に「 内、消費税及び地方消費税

ｑｑ円を含む。」という記載がございます

が、入札付属書では税抜き合計も算出する

欄がございます。入札金額は税込金額か税

抜き金額かどちらを記載するのでしょう

か。 

また、税抜き金額を記載する場合は消費税

が含まれていない価格となりますので、入

札書下部に消費税金額を記載する必要は

ない、との理解でよろしいでしょうか。 

入札金額は税込金額を入力してください。 


